
仕 様 書

令和７年度 静岡県立こども病院 電話交換機設備更新工事

静岡県立こども病院



仕 様 書

１ 概 要

電話交換機等設備を更新する。

２ 工 期

契約締結の翌日から令和８年１月30日

３ 工事場所

静岡市葵区漆山地内

４ 事前打合せ

受注者（以下「乙」）は着工前に発注者（以下「甲」）と十分な打合せ

を行い、その承諾を得た後に着工すること。

５ 施工方法

本工事は、別紙の標準仕様書及び特記仕様書に基づいて、施工すること。

なお、会計課、関係セクション及びコントロールと事前打合せを十分に

行い、担当者の許可を得て、作業を行うこと。

電話交換機の切替えについては、先に新設交換機を設置し稼働できる状

態にしてから、休日夜間に既設交換機と切替えを行うこと。

その他、病院業務への影響を最小限にとどめるよう、配慮すること。

６ 施工内容

電話交換機設備更新工事

７ 検査

本工事完成後、乙はその事実を速やかに甲に連絡し、甲の検査を受ける

こと。

８ その他

(1) 施工日については、会計課、関係セクション及びコントロールと協議

すること。

(2) 工程に不都合な事態が発生した場合は、甲の指示に従うこと。

(3) 工事開始時には、事前に甲に連絡し承諾を得ること。また、工事終了時に

は、その旨甲に連絡すること。

(4) 工事中、患者等に迷惑がかからないよう、実施すること。

(5) 構造物を汚した場合は、速やかに甲に連絡し、甲の指示により清掃又は補

修を行うこと。

(6) 工事に伴って発生した不要品、撤去品等は、乙が産業廃棄物として関係法

令を遵守して適正に処分すること。

(7) 工事終了時には、甲と工事完了状況を確認すること。


